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2025年2月10日に発令された大統領令（Executive Order）、および、2025年2月5日にPam Bondi
司法長官がカルテルや国際犯罪組織（TCO）に関して発令した覚書（Cartel Memo）により、Trump
政権は、連邦海外腐敗行為防止法（FCPA）の執行に重要な変更をした。FCPAは、企業や個人が、
事業獲得や事業維持のため外国公務員に不正な影響を与える目的で有価物の不正な贈与またはその
申し出をすることを禁じている。執行の傾向は様々だが、近年、米国司法省（DOJ）は、外国企業
に対して執行措置を講じている[1]。

「Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement to Further American Economic and National
Security（米国の経済及び国家安全保障の更なる強化を目的とした、連邦海外汚職行為防止法の執
行の一時停止）」と題された大統領令により、司法長官による例外的措置を除き、FCPAの新たな執
行措置を180日間停止することが定められた。また、この大統領令により、司法長官は、現在の調
査を再評価し、今後の執行のための新たなガイドラインを策定するようことが求められている。ま
た、「Cartel Memo」により、連邦検察官は、カルテルやTCOに関するFCPAの執行を90日間優先す
るよう命じられた。さらに、DOJの刑事部門詐欺対策課が有していた、カルテルやTCOが関わる
FCPA案件への独占管轄権が廃止された。

大統領令やCartel Memoは、FCPAの執行における新たな時代の到来を告げるものであるが、企業
は、贈収賄や汚職に関するポリシーを即座に全面的に見直すような動向や、FCPA遵守の取組みを緩
めるような動向には抵抗すべきである。第1に、大統領令やCartel Memoは、進行中のFCPA調査を
自動的に打ち切るものではない。また、大統領令によっても、司法長官が承認する限り、6か月の
停止期間中であっても、DOJが新たな調査や法的措置を開始することは認められている。第2に、今
回の変更は、現政権や将来の政権を拘束するものではない。FCPAの5年や6年の時効期間も現政権
を越えて存続する。第3に、最近の公表により、より厳格な法執行が行われる可能性もある。Cartel
Memoでは、カルテルやTCOに関する事項を優先的に取り扱うよう求められている。最後に、証券
取引委員会（SEC）はFCPAに基づく措置に対して並列的な管轄権を有しており、大統領令もCartel
Memoも、SECの法執行優先順位や管轄権には影響を与えない。
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これらをまとめると、今回の新たな公表により、ポリシーや実務が変更されることが示唆される
が、企業は汚職防止への取組みを緩めるべきではない。FCPAに限られない法律や規制を遵守するた
めのコンプライアンス・プログラムは、依然としてリスクを低減し、企業価値を高めるために不可
欠である。

この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲
載されています。

FootnotesFootnotes

[1]詳細については、FCPAと最近のFCPA執行傾向に関するJenner & Blockの包括的なレビューを参
照。
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